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Ｄ－ＣＬＡＳＳ

１ 

意匠分類記号 
Ｄ－ＣＬＡＳＳ２ 

意匠分類の名称 

Ｈ２－２１２０ 充電器 
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４ 対応する旧意匠分類          ※移行方法…全部移行「全」、一部物品を移行「一」 

旧意匠分類記号 ※ 分類の名称 または 移行した物品 

Ｈ２－２１２ 全 充電器 

Ｈ３－３２０ 一 電話機用関連機器 

Ｈ３－６１５ 一 無線通信機用関連機器 

Ｈ５－９２０ 一 電子計算機等付属品 
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５ 参考分類・参考物品 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 

Ｈ１－３４２００ ２極コネクター又は３極コネクター 

Ｈ７－７９２ 電子計算機等付属品 

Ｊ５－００ その他の自動販売機及び自動サービス機 

Ｊ５－１０００ 自動販売機 

Ｋ９－２４１ ガソリン計量機 

  
Ｄ

－

Ｃ
Ｌ

Ａ

Ｓ
Ｓ

６ 再掲載指示 

分類記号 分類の名称 または 物品の名称 
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７ この分類に含まれる物品 

充電器 乾電池用充電器 電気自動車用給電器 

携帯電話機用充電器   

   
Ｄ－ＣＬＡ
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定義 

 商用電源等を用いて２次電池（蓄電池及びニッケルカドミウム電池）やバッテリーパックに電気を供給す

機器を分類する。 

 付加的にスピーカー機能を有するものであっても、充電が主たる目的のものは、ここに分類する。 

 

Ｄタームを付与しないもの 

Ａ：置き台型 

 

携帯電話機用充電器等 

登録 1172232 号 

「充電器」 

 

登録 1178147 号 

「充電器」 

 

登録 1174666 号 

「充電器」 

 

登録 1143698 号 

デジタルオーデイオデイスクプレーヤー用 

スピーカー付充電器 

登録 1172718 号 

携帯電話機用 

充電器 
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Ｂ：床置型 

 

電気自動車用、携帯電話機用の 

ユーザー自らが操作し 

対価分だけ充電できる、 

貨幣投入口やカード挿入口を有する 

電気自動販売機等 

他の意匠分類との関係（含まれない物品、意匠） 
 

・形状が特定の機器と密接に関連し、専用のものは特定の機器の付属品に分類する（２）。 

例えば、ビデオカメラ用はＪ３－２９２０ 

     アイロン用はＣ３－８１９ 

      ドライヤー用はＢ７－３４９２ 

      電気かみそり用はＢ７－２３９００ 

      掃除機用はＣ３－４１９５ 

      電動歯ブラシ用はＣ４－２６     ・・・・・・等 

 

・情報端末機用などの通信機能付き置き台（クレードル）は、Ｈ７－７９２へ。 

 

・ 太陽電池から電気を得る２次電池の充電器は、電源としての機能の有無に関わらずＨ１－８３に分類する 

・ バッテリーケースは、Ｈ１－８９１に分類する。 

 

・充電機能を有していても、スピーカーが主たる機能・形状のものは、Ｈ７－２３２２に分類する（３）。 

Ｄ－Ｃ

ＬＡＳＳ
９ 

分類付与運用メモ （付与優先関係、懸案事項など） 
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０ 過去に分類した物品の名称 

電気供給器   

   

 

登録 1038222 号 

携帯電話用バッテリー充電器 

登録 1173145 号 

電気供給器 

（２）登録 1079308 号 

自立歩行ロボットおもちゃ用充電器 

 

（３）登録 1145754 号 

デジタルオーデイオデイスクプレーヤー用 

充電器付スピーカーボックス 

 


